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「節電の冬」を迎えるに当たり、第４回セミナーは、「緊急節電エコセミナー」にいたしました。関

西電力㈱様から今冬の電力需要の見通しと事業所や家庭で出来る節電ポイントをお聞きし、引き続いて

停電によって企業がこうむる経営リスクなどのお話を聞くことが出来ました。年末の多忙時期にもかか

わらず、４８名の参加を頂き、有意義なセミナーを終えることが出来ました。 

 
 
 
 
 
 
 
   久保田 盛泰 氏       名倉 偀男 氏         会場風景 
 
セミナー後に提出いただきましたアンケート結果では、「エアコン、サーキュレータを使用した節電

などの具体例がわかりやすかった」「電気機器ごとの消費電力一覧がインパクトがあった」「日常生活の

中でのエネルギーの無駄遣いに気づかされた」「会社経営という視点から電力をリスクと考えるなど普

段と違った考え方を教わった」「（紙芝居は）現場作業での具体性に富んでおり、製造業にとって非常に

わかりやすかった」など、貴重なご意見をお寄せいただきました。 
 

平成 23 年度 第 4 回セミナー 

緊急節電エコセミナー 

開催日時 平成２３年 1２月２１日（水） 午後２時～ 

会  場 大阪市環境局 (第１会議室) 

 

次     第 

◇ 挨  拶    大阪市環境局 

◇ セミナー 

 ＊ テーマ  ：「今冬の電力需給見通しと今すぐできる節電ポイントについて」 

  講 師  ： 関西電力（株）お客さま本部 エンジニアリンググループ 

副長  久保田 盛 泰 氏 

 

＊ テーマ  ： 「冬場の節電とマネジメント」（繰り返される節電に備える） 

「表面処理工場のお話し」 

（環境紙芝居：リーダー前原君の省エネ活動を描きます） 

  講 師  ： 六甲経営事務所所長 エネルギー管理士 環境カウンセラー  

名 倉 偀 男 氏 
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 大阪市環境経営推進協議会の事業活動の企画立案及び運営に関する方向性を討議いただく企画委員

会が開催されました。 
１．開催日：平成 23年 11月 17日（木） 
２．場 所：あべのルシアス 12階 第 2会議室 
３．参加者： 
   （委員） 

株式会社 中山製鋼所 環境エネルギー部室長     山本 英治 委員長 
住友化学株式会社 大阪工場 総務担当課長      植田 浩志 副委員長 

     関西電力株式会社 南港発電所 計画課係長      大河内 將宜 委員 
     アジア太平洋トレードセンター株式会社 部長     前田 敏彦 委員 
   （大阪市環境局）                    泉課長代理、加藤担当係長 
   （大阪市環境カウンセラー協会）             池嶋、塚本 
 
今回の主な議題は、第 4回セミナーのテーマ「緊急節電エコセミナー」の決定のほか、協議会設立 5
周年の記念事業や、第 2回視察研修会の視察先の検討を行いました。詳細が決定しだい、事務局から皆

様へご案内を差し上げます。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 会員企業様向けに、いろいろなサービスを行っております。ぜひ、ご利用ください。

平成 23年度 第 2回企画委員会 

ご利用ください！ 

● 騒音測定器の無料貸し出し 
 
大阪市環境経営推進協議会では、会員様の自

主管理を促進するためのひとつの手法として、

騒音計を購入し、会員様に貸し出しをしており

ます。 
 騒音のクレームでお困りではございません

か？一度測定されることをお勧めいたします。

 

・貸し出しの手順や貸し出し規定、申込書は、

ホームページをご覧ください。 

http://www.osaka-e-keiei.org/osirase.html

 

 

 

 

 

 

 

● 社員教育用に無料出前講座 
 
会員企業様の社員等の環境に対する意識の

高揚を図り、環境への負荷の少ない社会の構築

に お役に立てることを目的に、会員企業様か
らの要請で、専門講師が環境学習会等の場に出

向き、環境問題に関する説明等を行います。 
  講師料は、無料です。ただし、会場の設営
に係る費用及び説明資料のコピーは貴社で負

担ください。 
（先着 25社、本年度まだ余裕があります） 
講座テーマの内容、手続き方法などは、ホー

ムページをご覧ください。 

http://www.osaka-e-keiei.org/osirase.html

 
 

◎ 企画委員を募集しています！ 
 
企画委員会において、協議会の事業活動の企画及び運営に関する事項を具体的に協議しています。

一年度内に３回ほど開催し、会員のメリットとなる事業について協議しています。企画委員になっ

ていただける会員さまは、事務局まで連絡ください。 
                 事務局：大阪市環境局環境計画課 電話 06-6630-3467  

騒音計 NL-20 
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＜会員の環境への取り組み＞ 
 
 
 
 

資生堂は環境に関する経営方針「資生堂エコポリシー」を 1992 年度に定めました。 

◇資生堂エコポリシー 

資生堂はすべての事業活動において地球環境の保全に努めるため、 

1. 生態系に配慮し、資源・エネルギーを大切に利用します。 
2. 環境に負担をかけない新技術の開発と応用を促進します。 
3. 一人ひとりの環境保護意識の向上を図ります。 
4. 地域や社会との連携に努めます。 

 

資生堂は「資生堂エコポリシー」を基本として、以下の環境 

活動に取り組んでいます。 

◇資生堂アースケアプロジェクト 

   事業活動のすべてのプロセスにおいて、資生堂グループ 

の全社員が全世界で取り組む「環境プロジェクト」です。 

 

 

 

 

 

 

 

◇エコ・ファースト企業として 

   2009 年 3 月 9 日資生堂は化粧品業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。 

   資生堂は、環境大臣に対して３つの取り組みを約束しました。 

1. 温暖化防止に向けた取り組みを積極的に推進します。 
2. 循環型社会の実現に向けた取り組みを積極的に推進します。 
3. ヒトと地球が美しく共生する社会を実現するための活動を、社内外へ 
積極的に提案します。   

 

資生堂 大阪工場は、｢資生堂エコポリシー｣の理念と、社会との約束である 

「エコ・ファーストの約束」に基づき、環境活動を推進しています。 

 ◇大阪工場の環境に関するおもな取り組み 

   1. 省エネルギー活動による CO2 削減 

・空調機、照明器具、恒温槽等省エネ型機器の導入 

・低エネルギー製造工程の開発 

・照明、事務機器の夜間、不要時停止及び照度の適正化に向けた蛍光灯数の見直し 

・省エネに関する業務改善提案キャンペーンの展開  

   2. 廃棄物削減・省資源  

      ・生産工程にて発生する中味ロス、材料ロスの削減 

      ・廃棄物の分別の徹底による、リサイクル率向上 

・書類の電子化によるレスペーパーの実施 

   3. 地域社会とのコミュニケーション 

     ・大阪工場周辺及び神崎川堤防（アドプトリバー）の月 1回ボランティア 

による美化活動 

     ・和歌山県白浜町「椿の森」植林・保全活動参加 

     ・神崎川クリーンキャンペーンへの参加 

 

 

株式会社資生堂 大阪工場   〒533-0004 大阪市東淀川区小松２－１７－４５ 

 

株式会社資生堂 大阪工場 

資生堂アースケアプロジェクトのシンボルマーク 

このリングの表す意味、それは「地球」「循環」「約束」です

受付にエコ・ファーストマークの掲示

神崎川堤防美化活動の様子 
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「大阪市再生可能エネルギーの導入等による低炭素社会の構築に関する条例」が、

平成２４年４月１日に施行されます。  
 
 この条例は、再生可能エネルギーの導入やエネルギー使用の合理化をはじめとする地球温暖化対策等

を推進し、経済発展と温室効果ガスの排出抑制等が両立する低炭素社会を構築することを目的に制定し

ました。 

 大阪市では、この条例に基づいて今後の地球温暖化対策等を展開し、事業者、市民等との協働のもと、

再生可能エネルギーの導入・エネルギー使用の合理化等の促進や温室効果ガスの排出の抑制等に係る対

策計画等に取り組みます。今回は特に事業者の方に関係がある対策計画等について、情報提供します。 
 
○ 対策計画等による取組み 
 大阪市では産業部門、業務部門など事業活動からの温室効果ガス排出量が市域の総排出量の 60％以上を

占めており、こうした部門と連携して効果的な取組みを進めます。  

そのため、エネルギーを多量に使う事業者の方々を対象に、次の取組みを条例で定めています。  

 

「計画書・報告書制度」  

・エネルギー使用量が相当程度多い事業者に対して、温室効果ガスの排出抑制等の目標やそのための取組

内容などを記載した「対策計画書」や「実績報告書」を作成し、市長に届け出ることが義務付けられています。

（対象となる事業者の規模は、今後規則で定めることにしています。）  

・市長はこの概要をホームページで公表します。また、対象事業者に指導や助言を行うとともに、取組内容の

優秀な事業者を専門的知識を有する者の意見を聴いて表彰することにしています。  

・対象規模にならない中小規模事業者も対策計画書等を届け出ることが出来ます。また、市長はこうした事業

者の対策推進に必要な支援を行うよう努めることにしています。  
 
 
 
 
 
 
 

 

第 2回視察研修会を 3月に行います。 
3月 23日に第 2回視察研修会を予定していま
す。行き先などの詳細は別途案内チラシをご覧

下さい。 

平成 24 年度総会を 6月に行います。 

6 月 14 日は総会の日です。当日は設立 5周年の記念

行事も兼ねて講演や会員交流会を行います。スケジ

ュールを空けておいていただければ幸いです。 

【編集後記】「絆」の漢字がはやってます。「人と人との断つことのできないつながり」の意味だそ

うですが、このかわら版が会員と会員の「絆」となるように祈りながら編集しています。（T） 

 

 

事務局だより 

 
発行者：大阪市環境経営推進協議会             
住 所：〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-5-1 あべのルシアス 13 階        

大阪市環境局 環境施策部 環境計画課（環境活動担当） 
TEL 06-6630-3467  FAX 06-6630-3580 

業務委託先：NPO 法人 大阪環境カウンセラー協会 
      （1 月 22 日付けで事務所を下記に移転いたします。） 
住 所：〒550-0005 大阪市西区西本町 1-7-7 高砂堂ビル 8 階 
                      大阪市環境経営推進協議会事務局業務担当 
                      TEL:06-6543-7779 FAX:06-6543-7779  

E-mail: info@osaka-e-keiei.org     http://www.osaka-e-keiei.org/ 

  第 18号 平成 24年 1月 

大阪市からのお知らせ 

お問合せ先 

大阪市環境局環境施策部環境計画課 

電話 06（6630）3482 


